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府立むらの高等支援学校 

校 長  吉 武  進 

 

平成 30年度 学校経営計画及び学校評価 
 

１ めざす学校像 

「チャンス・チャレンジ・チェンジ」をキーワードとして、知的障がいのある生徒が就労を通じた社会的自立をし、生き生きと暮らしていける人材を育成する。 

●「チャンス」＝「人との出会い」を大事にする。学校外の人に広く本校の教育活動や生徒の良さを知ってもらう。 

●「チャレンジ」＝自己達成感を高められる生徒の個別の実態に応じた支援を行いつつ、最も多感な思春期を迎える高等部生徒の集団であることを踏まえ、生活年齢

に応じた社会体験的な学びの場を多く用意する。未経験の課題に対して挑戦する力を段階を追ってつけるよう支援する。 

●「チェンジ」＝お互いの違い・よさを認め合う仲間づくりをめざし、生徒が自己肯定感を高める中で、めざすべき新しい自分（目標）を見つけて社会へ巣立つこと

ができるよう支援する。 

 

２ 中期的目標 

１ 「就労を通じた社会的自立」をめざした『キャリア教育』の推進～教育課程と教科の個別の指導計画の充実～ 

卒業後に、前向きに生きていく力を育成する：ライフキャリア支援の視点に立ち、「ＭＵＲＡＮＯキャリアプランＬｉｎｋ～つながる～Ｌｉｎｋ」にもとづき、

専門学科「フードデザイン」「プロダクトデザイン」「リビングデザイン」、職業共通（清掃、流通サービス、カフェ、キャリアデザイン）、教科（国語、社会、数学、 

理科、芸術（音、美、書）、保健体育、家庭、外国語、情報）を効果的に教育課程上に位置づける。それぞれの授業がつながること、学習集団の編成の工夫により、

生徒が社会で自立して暮らすために必要な学習内容の精選と、社会とつながる学びの場の創造に努める。 

（１）2022 年度から実施の新学習指導要領をふまえ、本プランにもとづき、社会に開かれた教育課程、教科がつながるシラバス推進を行うとともに、新教育課程

の検討を進める。 

（２）シラバスにもとづいた「教科の個別の指導計画」の内容の共有を図るとともに、教材等の共有を行う。併せて、評価のあり方について整理を行い、「生徒が

わかる・かわる」授業をめざし、一貫した指導協力体制を確立する。 

２ 生徒本人を中心に据えた「支援と指導」「相談」体制の整備  

「障がいによる学習上または生活上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識、技能、態度及び習慣を養う」ために、本人やその周辺の環境の困難性を

十分に把握し、本人や保護者の合意形成の過程を大事にしながら「個別の教育支援計画（含：個別の移行支援計画）」を作成する。また、教職員が人権感覚を磨き

つつ、生徒が思春期であることをふまえた個別のカウンセリング的アプロ－チや集団指導・支援力をつけ、校内の教育相談体制をさらに整備し、気軽に生徒や保護

者が「性に関すること」「友人とのコミュニケーショントラブル」などを相談できる関係作りをめざす。自分や他者の人権を大事にし、差別やいじめを許さない学

校づくりを進める。 

（１）目標設定～評価のＰＤＣＡサイクルを実践し、スモールステップで目標を引き上げる。そのためには、「発達検査」「福祉医療人材による指導助言」などをと

りいれながら、チームで生徒の実態把握に努める。 

（２）「自立活動の個別の指導計画」については、ＨＲ活動や自立活動の時間を有効に活用し、授業担当と保健室が連携し進める。 

（３）「生徒指導」「進路指導」についても、本人が振り返る機会を設定し、課題の発見・理解や、成功体験を味わう過程を大事にし、自己肯定感を高めながら、自

身の課題に対して「挑戦する意欲や態度」が身につくよう支援方法を工夫する。 

（４）相談しやすい環境設定やその機会を計画的に準備する。また、在校時から関係機関との連携体制を深め、個のニーズに応じた相談体制を構築する。 

（５）教育活動において、「生徒の主体的な参加、選択」「生徒の意見の反映」を取り入れるよう配慮する。 

３ メッセンジャーとしての共生社会作りへの参画  

卒業後に地域社会の平等な構成員として本校の生徒が社会参加できるよう、教育公務員の立場から社会に働きかける。 

（１）本人・保護者の願いである「企業就労」をかなえるために、職場実習をはじめとする校外の実習先を学びの場として確保する。そのためには、上記１・２の

他、ビジネスマナーや「障がい者の権利、雇用や福祉制度に関する基礎知識」をつけるなど、教職員一同社会人としての力を高める。 

（２）支援教育のセンター的機能の発揮として、共生推進設置校を含む学校園に対して「就労支援」「ＭＵＲＡＮＯキャリアプラン」にもとづく教育実践や「個別

の教育支援計画」「個別の指導計画」「自立活動」等について、本校の教育実践を広く発信する。 

（３）事業主や地域住民に対しては、「天の川カフェ」を本校の交流や理解啓発の拠点として充実を図る。 

（４）地域住民や近隣の高等学校・支援学校との連携・交流を、ボランティア活動や部活動を通じて進め、本校生徒のサポーターを増やす。 

４ 安全・安心な二校併設型の学校づくり 

２校兼任の教員としての自覚を持ち、枚方支援学校との併設校ならではの良さを生かし、難しさを解決するよう、組織体制・学校行事企画や授業での連携・交流・

調整を維持する。特に「防災・防犯・情報管理・生徒指導」等の危機管理については、速やかな情報共有と連携を図り、２校の教職員とＰＴＡが協力しあい「２校

一緒に安全・安心」な学校づくりをめざす。 

５ 教職員の学びあい・資質向上 

今後の社会の変化に対応できる「学び続ける」教職員の組織的・継続的な育成を図る。 

（１）計画的な研修や日常的なＯＪＴの中で初任者や経験の浅い教員に対する相談・育成を図る。 

（２）首席や指導教諭により、ミドルリーダーの育成を図る。 

（３）府教育センターの研修を始め、関係機関の研修や学校視察に参加し、学んだことを校内に伝達し実践する。 

（４）学校行事や会議の精選により、教員間の協議や研修時間を確保する。 

（５）国の働き方改革を受け、教員の時間外勤務の縮減に取り組み、心身の健康を維持する。 

 

【学校教育自己診断の結果と分析・学校運営協議会からの意見】 

学校教育自己診断の結果と分析［平成 30年 月実施分 ］ 学校運営協議会からの意見 
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３ 本年度の取組内容及び自己評価  

中期的 

目標 
今年度の重点目標 具体的な取組計画・内容 評価指標 自己評価 

１
．
「
就
労
を
通
じ
た
社
会
的
自
立
」
を 

め
ざ
し
た
『
キ
ャ
リ
ア
教
育
』
の
推
進 

（１）2022年度から実施の新
学習指導要領をふまえ、
「ＭＵＲＡＮＯキャリア
プラン」にもとづき、社会
に開かれた教育課程、教科
がつながるシラバス推進
を行うとともに、新教育課
程の検討を進める。 

（２）シラバスにもとづいた
「教科の個別の指導計画」
の内容の共有を図るとと
もに、教材等の共有を行
う。併せて、評価のあり方
について整理を行い、「生
徒がわかる・かわる」授業
をめざし、一貫した指導協
力体制を確立する。 

（１） 
・教育課程検討委員会が牽引役となり、次の各
会議において授業の状況等を情報交換や検討
をしながら、課題があれば改善を行う。 

・2022年度からの教育課程の検討を進める。 
＜会議の招集＞ 
・教科代表：教科代表者会議 
・職業共通科長：職業共通の会議 
・学科統括：分野長会議 
・首席：学年主任連絡会 
・学年主任：学年会 

★社会につながる授業の実践 
★教科がつながる横断的な授業の実践 
★学びを深める行事とつながる授業の実践 
（２） 
・シラバスにもとづいた「教科の個別の指導計
画」について、主担当者で内容を検討する。 

・同教科内で教材等の共有を行う。 

（１） 
・会議等を有効に活用していくことで、「授業方

法等について情報交換や検討する機会があ
る」肯定率 60%（H29：50%）  

・2022 年度からの教育課程の検討を進めること
ができたか。 

 
 
 
（２） 
・「教科の個別の指導計画」を主担当者は検討で

きたか。 
・「教材等の共有ができている」肯定率 50%（新
規） 

・「評価のあり方について話し合う機会がある」 
肯定率 62%（H29：52%） 
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（１）目標設定～評価のＰＤ
ＣＡサイクルを実践し、ス
モールステップで目標を
引き上げる。 

 
（２）「自立活動の個別の指
導計画」については、ＨＲ
活動や自立活動の時間を
有効に活用し、授業担当と
保健室が連携し進める。 

 
（３）「生徒指導」「進路指導」
についても、本人が振り返
る機会を設定し、課題の発
見・理解や、成功体験を味
わう過程を大事にし、自己
肯定感を高めながら、自身
の課題に対して「挑戦する
意欲や態度」が身につくよ
う支援方法を工夫する。 

 
（４）相談しやすい環境設定
やその機会を計画的に準
備する。また、在校時から
関係機関との連携体制を
深め、個のニーズに応じた
相談体制を構築する。 

 
 
（５）教育活動において、「生
徒の主体的な参加、選択」
「生徒の意見の反映」を取
り入れるよう配慮する。 

（１）（２） 
・支援部による、「発達検査」「福祉医療人材に
よる指導助言」などをとりいれながら、チー
ムで生徒の実態把握に努める。 

・生徒に関する連絡会や研修会を開催。「学年・
教科連絡会」「事例検討会」等を開催し、共有・
支援を充実させる。 

（３） 
・生徒指導会議は、支援部を招集メンバーに加
える改編を行い、課題克服のためのプログラ
ムを充実させる。 

・職場実習の個々の生徒の評価を校内でいかし、
担任はもとより「職業に関する教科」担当者
等で共有し、「教科の個別の指導計画」の目標
設定、指導にいかす。校内の「職業に関する
教科」での評価をもとに、職場実習先のマッ
チングにいかせるよう情報共有を工夫する。 

（４） 
・「談話室」をむらの棟内に開設。教員と座って

話せる空間の拡充。時間の確保・校内相談担
当員の設定。 

・各学年ＣＯを任命する。 
・性及び人権に関する学習については、実態に
応じて集団での学習を系統的・計画的に進め、
必要な個別の指導・相談の充実を図る。 

・いじめを許さない環境づくりについては、人
権教育委員会で推進する。生徒指導部では、
今年度も「ＳＮＳいじめ」等の防止のための
取組みを進める。 

 
（５）生徒の活躍の場を増やす。 
・主体的に生徒が参加できる授業づくり 
・生徒会活動・委員会活動・部活動の充実 
・学校行事の企画参加 

（１）（２） 
・ＯＴ・ＰＴ・ＳＴ・臨床心理士の外部人材活用
による研修会で全教職員で生徒の見立てを深
めることができたか。 

・「個別の教育支援計画・個別の指導計画の内容
について、生徒の特性や実態に合うように協議
する時間がある」肯定率 64%（H29：54%） 

（３） 
・生徒指導部はチームで指導にあたれるよう情報

共有に努められたか。指導の振り返りシートの
速やかな共有はできたか。 

・進路指導部は個々に応じて適切な時期に学年団
や専門学科の教員等と共有の上「個別の移行支
援計画」をもとに進路指導ができたか。 

・「生徒の個々の興味・関心・適性に応じて進路
（就職）選択ができるよう、ていねいな指導を
行っている」肯定率 78%（H29：68%） 

（４） 
・「担任の先生以外に保健室や相談室等で気軽に
相談できる先生がいる」肯定率 72%（H29:62%） 

・課題が速やかに共有され、主担当者が関係者招
集による事例検討を組織的に進められたか。 

・「学年便り・委員会だより」等により保護者に
発信できたか。 

「性に関する指導は系統的・継続的に行われてい
る。」肯定率 60%よりアップ 

・「生徒や地域の実態に応じた人権教育の重点課
題を毎年設定し、系統的・計画的に取り組んで
いる」肯定率 62%（H29：52%） 

（５） 
・教員間の授業見学、指導教諭等ミドルリーダー

による模範授業の見学を行ったか。 
・校則の意義を確認し、検討・周知できたか。 
・生徒会執行部による生徒集会等の企画実施 
・各委員会活動の実施（H29の年 6回以上維持） 
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（１）本人・保護者の願いで
ある「企業就労」をかなえ
るために、職場実習をはじ
めとする校外の実習先を
学びの場として確保する。
そのためには、中期目標
１・２の他、ビジネスマナ
ーや「障がい者の権利、雇
用や福祉制度に関する基
礎知識」をつけるなど、教
職員一同社会人としての
力を高める。 

 
（２）支援教育のセンター的
機能の発揮として、共生推
進設置校を含む学校園に
対して「就労支援」「ＭＵ
ＲＡＮＯキャリアプラン」
にもとづく教育実践や「個
別の教育支援計画」「個別
の指導計画」「自立活動」
等について本校の教育実
践を広く発信する。 

 
（３）事業主や地域住民に対
しては、「天の川カフェ」
を本校の交流や理解啓発
の拠点として充実を図る。 

 
（４）地域住民や近隣の高等
学校・支援学校との連携・
交流を、ボランティア活動
や部活動を通じて進め、本
校生徒のサポーターを増
やす。 

 

（１） 
ア）外部人材活用を含む就労支援研修の実施 
イ）進路の手引きの作成・配付と説明 
ウ）職場実習先の確保 
①全校体制による職場開拓 
②ロータリークラブ・商工会議所・中小企業家
同友会・地域銀行等との連携維持 

エ）卒業生の進路先訪問による定着支援 
（２）支援教育リーディングスタッフや首席・
指導教諭により推進する。 
ア）高校に対する地域支援の取り組みとして、

共生推進教室への相談支援を継続実施 
①校内研修の実施 
②教員間での学校訪問 
イ）「就労支援」「ＭＵＲＡＮＯキャリアプラン」
にもとづく教育実践について紹介 

①支援部：３年間の実践報告発行・配付  
②ホームページによるブログ掲載 
③研修・施設見学の受け入れ、公開授業案内 
④オープンスクール実施 
⑤学校見学会実施 
⑥進学フェア・自立共生実践報告会 
（３）担当首席とカフェ主担当者を中心に「つ
ながるカフェプラン」（学校経営推進費事業）３
年目の履行と、販売学習の拠点としての第２期
の天の川カフェの取り組み、広報を推進する。 
（４） 
ア）淀川河川公園ふれあいマラソンでの、販売、
ボランティアへの参加  

イ）学校祭「天の川フェスタ」の販売学習を充
実させ、地域住民等に開放し、生徒の交流機
会を創出 

ウ）広報物の作成・配付、ホームページ・ブロ
グの内容充実 

エ）地域清掃等のボランティア活動を試行 
オ）「交流および共同学習」の実施 
①クラブ活動を軸とした他校との交流 
②学校祭等を機会とした設置校との交流 
カ）同窓会開催を企画支援する。卒業生が親交
を続ける場及び社会人としての移行期を見守
る進路指導アフターフォローの場とする。 

（１） 
ア）講師や進路指導主事等による研修が実施でき
たか。 

イ）９月までに新転任教員へ進路の手引きの説明
ができたか。 

ウ）①全校体制により実施できたか。 
エ）全員の進路先訪問を８月までに終えたか。 
（２） 
ア）①校内研修：年１回４月中 
②学校訪問：H29の４回 16名以上 

イ）①本校の教育実践を府立学校・地域中学校に
周知できたか。  

②ホームページ、ブログを毎月更新できたか。 
③公開授業に他校教員の参加が増加したか。
（H29：12名） 

④参加者が増加したか。（H29：524名） 
⑤参加者が増加したか。（H29：210名） 
⑥ブース相談件数が増加したか。 

進学フェア（H29：5件） 
自立共生実践報告会（H29：10件） 

（３）地域住民の来店数増（H29：2名程度／週） 
来店総数増（H29：2700名） 
来店者に抽出にてアンケートを実施し、満足
度 80%以上をめざす。「つながるカフェプラン」
接客サービスの講師を招聘できたか。 

（４） 
ア）学校紹介パネルでアピールできたか。製品
や作品を販売・展示できたか。 

イ）地域住民等の来校人数が H29から増えたか。 
ウ）広報物をリニューアルできたか。 
・地域住民・府内支援学校・地域中学校への
「学校新聞」の作成・配付：年３回 
・「学校祭」「カフェ」の宣伝チラシを校区コ
ミュニティー・近隣自治会に、回覧板にて周
知できたか。 

エ）地域清掃活動を実施できたか。 
オ） 
①部活動を通じた交流ができたか。 
②生徒が行事を通じて交流できたか。 
カ）進路指導部：周知と企画支援ができたか。 
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（１）計画的な研修や日常的
なＯＪＴの中で初任者や
経験の浅い教員に対する
相談・育成体制を図る。 

 
（２）首席や指導教諭によ
り、ミドルリーダーの育成
を図る。 

 
（３）府教育センターの研修
を始め、関係機関の研修や
学校視察に参加し、学んだ
ことを校内に伝達し実践
する。 

 
（４）学校行事や会議の精選
等により、教員間の協議や
研修時間を確保する。 

 
（５）国の働き方改革を受
け、教員の時間外勤務の縮
減に取り組み、心身の健康
を維持する。 

（１）教科指導員及び指導教諭・支援部長・首
席による初任者指導体制により、計画的に初
任者の指導育成にあたる。 

・ＰＴＡ施設見学会に初任者教員も参加 
・研究授業を実施 
・枚方支援学校への授業見学を実施 
（２） 
・今年度からの首席２名体制により、分掌統括、

学年統括として分割することができた。首席
及び指導教諭がそれぞれの担当の中でミド
ルリーダーの育成を図る。 

・府内高等支援学校間で調整し、教務分掌業務
連絡会を参考にしながら、他の分野において
も教育実践交流の実施を働きかける。ひいて
はミドルリーダーの育成を図る。 

（３） 
・近畿特別支援学校知的障害教育研究大会（大

阪大会）の参加（H30.8.16開催） 
・各種研修会や実践交流会に参加 
（４）分掌・学年・委員会等からの提案により、
業務のスリム化を「経営会議」にて検討。合
意が得られれば、できることから年度内に削
減を進める。 

（５）「はよかえろうＤＡＹ」の実施に加え、在
校時間に係る個人の前年度対比資料を作成・
配付することで、状況を見える化する。 

（１） 
・ＰＴＡ施設見学会に初任者教員も参加して、知

的障がい者雇用企業に赴き、就業現場でのニー
ズを知り、その成果を「職業に関する授業」の
指導に取り入れられたか。 

・研究授業により、成果・課題について深められ
たか。 

・枚方支援学校への授業見学により、本校生徒へ
の見立てを広げられたか。 

（２） 
・分掌統括、学年統括の２分割の掌握はスムーズ

に進んだか。 
・府内高等支援学校間の教育実践交流を新規に実

施することができたか。 
 
（３） 
・教育研究大会への参加ができたか。 
・各種研修会や実践交流会に参加ができたか。 
・参加後、校内への報告ができたか。 
 
（４）合意が得られれば、業務のスリム化につい
て年度内に削減を進めることができたか。 

 
（５）時間外勤務時間の本校平均時間を H29年度
比 10%減 

 

 


